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令和２年度第１回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和２年４月１４日 

                    担当部・課：産業部商工課〔内線３５２２〕 

① 件  名 

石巻市エネルギー構造高度化・転換理解促進事業（技術開発事業）の実施について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

経済産業省では、平成２８年度から、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネル

ギーの需給構造の構築を図ることを目的として、原子力発電施設が立地する自治体等が実施する、

エネルギー構造の高度化等に向けた地域住民等の理解促進に資する事業を「エネルギー構造高度

化・転換理解促進事業」により支援しており、今般、令和２年度第１回の本事業に係る補助事業者

の公募に際し、本市が応募申請を行った結果、採択されたもの。 

 

【目的】 

再生可能エネルギー及び省エネルギーに資する先進的な技術開発に対し補助することにより、エ

ネルギー構造の高度化、雇用の創出や地域産業の振興を図る。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

(国)エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金交付要綱 
 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

 第３章 地域資源を活かして元気産業を創造するまち 

  第１節 石巻独自の技術開発や新産業を創出する 

   １ 地域資源を活用する 

【震災復興基本計画の位置付け：有・無】 

 施行大綱４ 未来のために伝統・文化を守り、人・新たな産業を育てる 

     ２（２）新エネルギー等関連産業の集積 

     １ 新エネルギー等関連産業の集積 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

令和２年１月 （国）「エネルギー構造高度化・転換理解促進事業」に係る補助事業者の公募 

       「石巻市エネルギー構造高度化・転換理解促進事業」に係る補助事業者の公募 

（応募１件） 

２月 国に対する応募申請 

３月 国による事業の採択 

⑤ 主な内容 

１ 補助対象事業 

再生可能エネルギー及び省エネルギーに資する先進的な技術開発であり、その成果によって、エ

ネルギー構造の高度化、雇用の創出や地域産業振興等に向けた地域住民等の理解促進に資する事業 

 

２ 補助対象者 

(1) 石巻市において補助事業による技術開発を実施する者で、かつ補助事業完了後も継続して 

技術開発等を実施する見込みのある者 

(2) 石巻市において補助事業成果の商用化を行う見込みのある者 

 

３ 補助率及び補助額 

  定額補助（１０／１０）、上限１億円、下限１００万円 
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⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

  補助事業又は補助事業成果の商用化により、雇用の創出と恒久的な経済効果が期待できる。 

 

【市財政への負担】（令和２年度当初予算） 

  令和２年度事業費：２００，０００千円 

（財源）国（エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金）１０／１０ 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 宮城県内で「技術開発事業」の実施は、本市が初となる。 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

令和２年４月 石巻市エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費（技術開発事業）補助金交付要

綱の制定（告示の日から施行） 

⑨ その他 

 

 

 


